
 1 

当別町ふるさと納税寄附促進委託公募型プロポーザル企画提案説明書 

 

１ 業務名  

当別町ふるさと納税寄附促進業務  

 

２ 業務目的 

当別町（以下「町」という。）が行うふるさと納税寄附申込みポータルサイト（以 

下「ポータルサイト」という。）及び寄附に関する情報等を管理するシステム（以下 

「寄附管理システム」という。）の管理、ふるさと納税寄附者（以下「寄附者」とい 

う。）に対して返礼品としてお届けする町の特産品（以下「返礼品」という。）の受発 

注及び配送等の管理、寄附者等からの問い合わせ対応及びマーケティング分析等の 

業務を一体的に委託することにより、民間事業者が持っている体制やノウハウを活 

用し、事務の効率化及び寄附者の利便性を高めることで寄附金額の増加を図るとと 

もに、効果的なプロモーション等の実施により、町の魅力及び返礼品を全国に広く発 

信し、町の認知度向上を図ることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

 ⑴ 業務内容 

   町のふるさと納税に関する以下の業務とする。 

① ページ制作業務 

② ポータルサイトの管理運営業務 

③ 寄附管理システムの管理運営業務 

④ 返礼品の受発注及び配送等管理業務 

⑤ 問い合わせ対応業務 

⑥ ワンストップ特例申請書の受付に関する業務 

⑦ 広報及びＰＲ業務 

⑧ 業務報告書の提出 

⑨ 独自提案に関する業務  

⑵ 業務期間 

   契約締結日から令和６年３月３１日まで 

 ⑶ 委託料（上限額） 

   町が業務期間中に受領した寄附金額×３％（１円未満の端数は切り捨てとする。） 

上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。 

 ⑷ 本業務に係る令和５年度予算額 

   ９５,７００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

   なお、寄附金額の増加により委託料が予算額を超えると見込まれる場合は、町は 

補正予算等により歳入及び歳出の予算額の変更を予定する。 
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⑸ 報告及び検査 

① 受託者は、実施した業務等を記載した業務報告書を毎月作成し、町に提出の上、 

検査を受けるものとする。 

② 町は、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の遂行状 

況等、必要事項について報告を求め、検査することができる。 

⑹ 委託料の支払い 

委託料については、⑸業務報告書を町に提出し、検査を受けたものについて支 

払うものとする。また、支払いについては、１か月単位で行うこととし、町は受託 

者からの適正な請求を受理した日から３０日以内に行うものとする。 

 なお、委託料は、契約締結日の属する月の翌月から支払うものとする。 

 

４ 参加資格 

  公募型プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、次

に掲げる要件に該当する単独の事業者又は複数の事業者等で構成する連合体とする。 

⑴  共通要件 

  ① 本業務を円滑に遂行するため、専門知識、経験を有した要員等、業務に従事で

きる者が十分に確保できる体制が確立しており、総括責任者が本業務を一貫し

て担当することができること。 

  ② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しないものであること。 

  ③ 当別町財務規則（昭和４４年当別町規則第１２号）第１２２条の規定に該当す

るものであること。 

  ④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  ⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

  ⑥ 法人税、都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているもので

ないこと。 

  ⑦ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に

関する条例（平成２７年当別町条例第１５号）第２条第１号及び第２号に該当す

るものでないこと。 

  ⑧ プロポーザル参加表明書（以下「参加表明書」という。）の提出期日から審査

完了の日までの期間において、町における指名停止を受けていないこと。 

  ⑨ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本業務のプロポ

ーザルに参加するものでないこと。 

 ⑵ 単独の事業者における資格要件 

 ① 町の令和５年・６年度物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者で 
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 あること。 

 ② プライバシーマーク、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）ま 

たはそれらと同等のセキュリティの規格を取得し、適切な措置を講じる体制を 

整備していること。 

 ⑶ 連合体における資格要件 

① 構成員のいずれかが町の令和５年・６年度物品等競争入札参加資格者名簿に 

登録されている者であること。 

② 個人情報等を取扱う構成員がプライバシーマーク、情報セキュリティマネジ 

メントシステム（ＩＳＭＳ）またはそれらと同等のセキュリティの規格を取得 

し、適切な措置を講じる体制を整備していること。 

③ 本業務の受託者となった連合体は、業務完了後３ヵ月を経過するまでの間は、 

連合体を解消しないこととし、３ヵ月を経過後に契約の内容に適合しない状態等 

があった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。 

 

５ 事務局 

  当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係 

  〒０６１－０２９２ 北海道石狩郡当別町白樺町５８番地９ 

  電 話：０１３３－２３－３０４２ 

  ＦＡＸ：０１３３－２３－３２０６ 

  電子メール：shinko@town.tobetsu.hokkaido.jp 

 

６ スケジュール 

  プロポーザルの公示         令和５年４月１０日（月） 

  参加表明書に係る質問書の提出期限  令和５年４月１７日（月） 

  質問書に対する回答期限       令和５年４月１９日（水） 

  参加表明書の提出期限        令和５年４月２４日（月） 

  企画提案書提出要請         令和５年４月２５日（火） 

  企画提案書に係る質問書の提出期限  令和５年５月 ２日（火） 

  質問書に対する回答期限       令和５年５月 ９日（火） 

  企画提案書の提出期限        令和５年５月１５日（月） 

  企画提案書のヒアリング及び審査   令和５年５月２３日（火） 

 

７ 参加表明書の提出方法 

 ⑴ 提出書類 

  ① 参加表明書（別記様式第１号） 

  ② 事業者（構成員）の概要調書（別記様式第２号） 

  ③ 申出書（別記様式第３号） 
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 ⑵ 参加表明書の提出部数 

   別記様式第１号から第３号 各１部 

 ⑶ 参加表明書の提出方法 

  ① 提出方法 

    持参又は郵送 

    ※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時か

ら午後５時までとする。 

     郵送する場合は、配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  ② 提出場所 

    当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係 

  ③ 提出期限 

    令和５年４月２４日（月） 午後５時まで 

 ⑷ 参加表明書に関する質問の受付及び回答 

  ① 質問の方法 

    質問は、「参加表明書に関する質問書（別記様式第４号）」により、事務局へ電

子メールにて行うこと。電子メール以外による質問は不可とする。また、質問書

提出の際は、電話にて通信確認を行うこと。 

    なお、企画提案書の内容についての質問は、この期間では受け付けない。 

  ② 質問書の受付期間 

    令和５年４月１７日（月） 午後５時まで 

  ③ 回答方法 

    質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、質問者に対して

令和５年４月１９日（水）までに電子メールにて回答するとともに、町ホームペ

ージに掲載する。また、再質問は、原則受け付けない。 

 ⑸ 参加要件の確認 

    参加希望者のうち、参加資格要件を満たしており、企画提案書の提出を要請す

る参加者（以下「応募事業者」という。）に対して令和５年４月２５日（火）ま

でに企画提案書の提出を書面により要請する。 

    参加希望者のうち、参加資格を有しないと認められる者に対しては、令和５年

４月２５日（火）までに、書面によりその旨を通知する。 

 

８ 参加表明書等の記入上の留意事項 

⑴  参加表明書（別記様式第１号） 

① 代表者印（連合体の場合は代表事業者印）を押印のうえ、提出すること。 

  ② 担当者の電子メールアドレスを記入すること。 

  ③ 代理人や支店長など代表権のない方の代表者名で参加表明書を提出する場合

は、委任状を添付すること。 
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  ④ 単独事業者又は連合体構成員すべての登記事項証明書を添付すること（発行

後３ヵ月以内のもの。写し可。） 

  ⑤ 単独事業者又は連合体構成員すべての納税証明書を添付すること（発行後３

ヵ月以内のもの。写し可。）。対象となる税目は、法人税と消費税及び地方消費税

（税務署納税証明書その３の３）、都道府県税（各都道府県税事務所納税証明書

「資格審査請求」、都道府県が賦課徴収するものに限る。）、市町村税（課税対象

法人に限る、登記上の所在地の市町村発行の納税証明書）とする。 

  ⑥ 連合体は、前２号で定める書類のほか協定書及び委任状の写しを提出するこ

と。 

  ⑦ 単独事業者は、プライバシーマーク登録証または情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ＩＳＭＳ）認証登録証などセキュリティ規格の取得を証明する写

しを提出すること。また、連合体は、個人情報等を取扱う構成員のプライバシー

マーク登録証または情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証登

録証などセキュリティ規格の取得を証明する写しを提出すること。 

  ⑧ その他、会社概要等、参考となる書類の提出は妨げない。 

 ⑵ 事業者（構成員）の概要調書（別記様式第２号） 

  ① 総括責任者は、本業務を一貫して担当すること。 

  ② 過去の実績の対象は、平成２９年４月１日以降に受託した、本業務と関連又は

類似するような業務とする。 

  ③ 過去の実績が複数ある場合は、本業務と関連する規模の大きい業務から５件

まで記入することができる。なお、記入した業務については、契約書（鑑）の写

し及び業務の完了が確認できる資料の写し、業務の概要が確認できる書類を提

出すること。 

  ④ 業務実績の添付に当たっては、Ａ４版縦１枚とし、Ａ３版を添付する場合は折

込み添付とすること。 

  ⑤ 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。 

 ⑶ 申出書（別記様式第３号） 

連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。 

 

９ 企画提案書の提出方法 

 ⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書  別記様式第５号 

 ⑵ 企画提案書の提出部数 

  ① 企画提案書  正本１部、副本８部 

    別記様式第５号の正本には企画提案者名を記入し、副本には企画提案名、担当

者名が特定できる語句、記号、図等は記入しないこと。 

 ⑶ 企画提案書の提出方法 
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  ① 提出方法 

    持参又は郵送 

    ※持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時か

ら午後５時（令和５年５月１５日（月）は午後１時）までとする。 

     郵送する場合は、配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 

  ② 提出場所 

    当別町企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係 

③ 提出期限 

    令和５年５月１５日（月） 午後３時必着 

 ⑷ 企画提案書に関する質問の受付及び回答 

  ① 質問の方法 

    質問は、「企画提案書に関する質問書（別記様式第６号）」により、事務局へ電

子メールにて行うこと。電子メール以外による質問は不可とする。また、質問書

提出の際は、電話にて通信確認を行うこと。 

  ② 質問書の受付期間 

    令和５年５月２日（火） 午後５時まで 

  ③ 回答方法 

    質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、質問者に対して 

令和５年５月９日（火）までに電子メールにて回答するとともに、町ホームペー

ジに掲載する。また、再質問は、原則受け付けない。 

 

１０ 企画提案書の記入上の留意事項 

 ⑴ 共通事項 

  ① 文章の文字サイズは、８．０ポイント以上、図の注釈等は６．０ポイント以上

とする。 

  ② 企画提案書のサイズは、Ａ４版縦を基本とし、Ａ３版を添付する場合は折込み

添付とする。 

  ③ 正本のみ企画提案者名を記載し、副本は企画提案者が特定できる内容は記載

しないこと。 

 ⑵ 企画提案を求める事項 

別添要求仕様書に記載の業務内容及び業務内容の詳細を踏まえ、企画提案するこ

と。企画提案の内容については、次の観点を中心に評価を行うものとする。 

① 体制全般 

・本業務を円滑に遂行するため、専門知識、経験を有した要員の確保等、業務に

従事できる者が十分に確保できる体制が確立されているか。 

・総括責任者だけではなく業務従事者全員の共通意識として、長期的な視点を持

ち誠実かつ確実に本業務を遂行する姿勢が示されているか。 
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・返礼品提供事業者と常に連絡及び調整を行うことができる体制となっている

か。 

・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

② ページ制作業務、ポータルサイトの管理運営業務及び寄附管理システムの管 

理運営業務 

・各ポータルサイトの自治体紹介ページ及び返礼品ページについて、町のＰＲ、

返礼品の魅力が伝わる工夫、寄附者の寄附意欲及び利便性の向上、返礼品提供

事業者及び町職員の事務軽減に資する運用が提案されているか。 

・各ポータルサイトの管理運営業務及びポータルサイト以外の寄附の申込みの

対応ができる体制となっているか。 

・寄附管理システム（「ふるさと納税 do」及び「エッグシステム」）により寄附情

報等の管理ができる体制となっているか。 

・寄附の動向について、マーケティング分析を行う体制となっているか。 

・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

③ 返礼品の受発注及び配送等管理業務 

・返礼品提供事業者と十分な連携を図り、返礼品の品質管理、在庫管理、受発注

及び配送等管理業務を円滑に実施することができるか。 

・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

④ 問い合わせ対応業務 

・電話、メール等による問い合わせとその対応内容について、軽微な内容を除き、 

寄附管理システム等に記録することができるか。 

・問い合わせ窓口の開設時間は、町の開庁時間（８時４５分から１７時１５分ま 

で。ただし、土日、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除 

く）と同様、若しくは、それ以上となっているか。 

   ・繁忙期の対応策について、寄附者等の利便性及びサービス向上に努める提案が 

されているか。 

・苦情、低レビュー等に対する対応策が提案されているか。 

・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

⑤ ワンストップ特例申請書の受付に関する業務 

   ・ワンストップ特例申請書の受付を速やかに処理できる体制となっているか。 

   ・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

⑥ 広報及びＰＲ業務 

・町及び返礼品を効果的かつ戦略的にＰＲし、寄附金額の増加を図るための具 

体的な手法や企画提案がなされているか。 

   ・寄附に関するマーケティング分析を行い、効果的な取組みが期待できるか。 

・ＳＮＳ、メルマガ等の活用及びクラウドファンディングの活用など、町の認知 

度向上につながる提案があるか。 
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・町の特色や返礼品の魅力を掲載した特徴のある「当別町ふるさと納税カタロ 

グ」を作成する提案があるか。 

・本業務と関連又は類似の業務実績があるか。 

  ⑦ 業務報告書の提出 

   ・業務の遂行状況や経過が確認できる報告書の作成ができるか。 

・町と毎月ミーティングができる体制となっているか。 

⑧ 独自提案に関する業務 

・新規返礼品の発掘及び既存返礼品のブラッシュアップに関する提案があるか。 

・新規返礼品提供事業者の募集に関する提案があるか。 

・ふるさと納税以外の手法による返礼品の販路拡大につながる提案があるか。 

・企画提案に対する委託料見積金額が妥当であるか。 

・その他、寄附金額の増加につながる提案があるか。 

 

１１ プロポーザル審査会における受託者の選定 

⑴  プレゼンテーション及びヒアリング 

① 実施日時（予定） 

    令和５年５月２３日（火） 時間未定 

② 実施場所 

当別町役場第２庁舎２階会議室（石狩郡当別町白樺町５７番地３） 

  ③ プレゼンテーションに出席する者は、別記様式第５号に記載された総括責任

者及び業務従事者のうち３名以内とし、総括責任者は、原則、出席することとす

る。 

    また、代理者の出席及び指定された者以外の出席は、原則、認めない。 

  ④ プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみを使用することとし、説明資

料の追加は認めない。 

  ⑤ プレゼンテーションは、パソコンの使用を認める。プロジェクター（ＨＤＭＩ

端子又はＲＧＢ端子使用可）及びスクリーンの機材については、事務局が準備す

る。 

  ⑥ プレゼンテーションの時間配分は、別途指定する。 

 ⑵ 企画提案の審査 

   企画提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、本業務に

おける理解度、企画提案の内容、本業務への取組姿勢等を総合的に評価し、最優秀

者１者及び次席者１者を選定する。 

 ⑶ 選定事業者の通知 

   審査結果に基づき、選定された最優秀者及び選定されなかった応募事業者に書

面により通知するものとする。 
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１２ 本業務の契約 

 ⑴ プロポーザル審査会において選定された最優秀者と見積合わせを実施し、随意

契約を行う。なお、当該者と契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉

を行うものとする。 

⑵  選定後の業務内容は、原則別添要求仕様書及び提案内容を実施しなければなら

ない。なお、その他必要な事項は、町と協議して実施する。 

 

１３ その他 

 ⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。 

 ⑵ 無効となる参加表明書又は企画提案書は以下のとおりとする。 

① 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

② 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 ⑶ 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。 

 ⑷ 提出された参加表明書は、企画提案参加事業者の選定以外には提出者に無断で

使用しない。 

 ⑸ 提出された書類は、企画提案の応募事業者の選定及び最優秀者の選定を行う作

業に必要な範囲又は場合において、複製を作成する。 

 ⑹ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認め

ない。 

 ⑺ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 

 ⑻ 最優秀者として選定された事業者を公表できるものとする。 

 ⑼ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することが

できるものとする。 

 ⑽ 企画提案書作成のために町から受領した資料は、町の了解なく公表及び使用す

ることを禁ずる。 


